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三郷市立小・中学校の学校指定に関する規則の一部を改    

正する規則（案） 

 

三郷市立小・中学校の学校指定に関する規則（平成１５年教委規

則第３号）の一部を次のように改正する。  

別表栄中学校の部を次のように改める。  

栄中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市助 

新和一丁目  

新和二丁目  

新和三丁目  

新和四丁目  

新和五丁目  

栄一丁目  

  

栄三丁目  １番地から１８４番地まで、１９２番地

から４３１番地まで  

栄四丁目   

栄五丁目  ２５６番地から２６６番地まで、２７５

番地から２８０番地２まで  

岩野木 ３７２番地１から３８５番地まで  

谷中  

谷口 １番地から２０９番地まで、４１７番地

から５３７番地まで、６３０番地から６

７７番地まで、９０１番地、９１３番地９

１９番地、９５２番地、９５４番地、１２

３４番地から１２８７番地まで  
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花和田 １１１番地から１１５番地２まで、１１

７番地２、１１９番地１から１２３番地

１まで、２２２番地１、２２３番地、２２

４番地１、２２４番地４から２２４番地

８、２２５番地１ 

中央一丁目  

中央二丁目  

中央三丁目  

 

別表前川中学校の部を次のように改める。  

前川中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸ケ崎一丁目 

戸ケ崎二丁目  

戸ケ崎三丁目  

戸ケ崎四丁目  

戸ケ崎五丁目  

  

戸ケ崎  

栄三丁目  １８５番地から１９１番地２まで  

栄五丁目  １番地から２５５番地まで、２６７番地

から２７４番地まで、２８１番地１から

３７９番地まで  

鷹野二丁目  ２６番地から２８番地２まで、４３番地

１から６７番地まで、７５番地１から９

６番地３まで  

鷹野三丁目  ３７８番地１から３７９番地２まで、３

９３番地から３９７番地２まで、４１９

番地１から４２０番地４まで、４２８番

地１から４３５番地まで、４４６番地か
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ら４５６番地２まで、４６５番地から５

５６番地２まで  

鷹野四丁目  ５３４番地１から５３９番地２まで  

鷹野五丁目  １番地１から２５５番地まで、２６６番

地から２６７番地１まで、２６８番地１

から２６８番地４まで、２６９番地から

２７２番地まで、２７４番地１、２７４番

地２、２７４番地５、３１７番地から６１

６番地まで  

鎌倉 

寄巻 

  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 


